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1.背景と目的 

自伐型林業とは、中嶋（2014）によると「林所

有の有無、あるいは所有規模にこだわらずに、森

林の経営や管理、施業を自ら（山林所有者や地域）

が行う、自立・自営型の林業」であり、近年、若者

の農山村定住策や災害リスクが低い林業として注

目されている。NPO 法人自伐型林業推進協会（以

下、自伐協）によると、同協会が支援している市町

村数は 53 に拡がっている（自伐協 HP）。 

林野庁では 2013 年度により、地域住民が協力し

て行う山村地域の活性化に資する取り組みに対し

て支援する「森林・山村多面的機能発揮対策交付

金」に取り組んでいる。この間、自伐型林業を取り

組もうとする林業者や農業者、地域住民がこの補

助金を活用していた。ただし、2017 年度に林野庁

は公開プロセスの指摘を踏まえ、交付金の単価が

減額され、差額は都道府県と市町村から上乗せ支

援されるという改正を行った以降、国の予算額と

この交付金を活用した活動組織数は大きく減少し

た（高野ら、2021）。さらに、森林管理を実行する

ための市町村の人材は、十分に確保されていると

はいえない。林務担当職員は、多くの市町村で 1 

名から数名程度で、ここに新たな業務をつけ加え

ることは困難さが伴う（柿澤、2021）。従って、財

源方面で地域の森林の多面的な機能の発揮が難し

くなったことが現状である。 

一方、2019 年度から森林の公益的機能の発揮に

必要な施策の財源を確保するため森林環境譲与税

の自治体に対する交付が開始された。使途条件を

みると、間伐を中心とした森林整備及びその促進、

市町村の支援、担い手の確保等である。2020 年度

における森林環境譲与税の取組状況によると、間

伐等の森林整備関係に取り組んだ市町村数は全体

の 71％、人材育成は 23％、木材利用・普及啓発は

35％となっており、2019 年度と比較すると、森林

整備関係の取組を中心として、取組市町村数は増

加している。こうした森林環境税の導入をうけて、

自伐協は、NPO 自伐ニュースで自伐型林業を推進

する自治体が森林環境譲与税を活用していること

を紹介している。 

しかし、新たな財源としての森林環境譲与税が

自伐型林業推進につながるのかに関して、実証的

な先行研究はない。そこで本研究では、まず森林

環境譲与税を活用して自伐型林業推進市町村数を

把握する。その中で典型的な自伐型林業推進市町

村及び地域支援組織２事例を取り上げ、各事例が

どのような活動を行なっているのかをそれぞれ明

らかにする。その上で、施策内容と効果を比較し、

自伐型林業に森林環境譲与税を活用する新たな可

能性と今後の課題について考察することを目的と

する。 

 

2.調査方法 

調査方法は、第一に、行政資料の文献調査、自伐

型林業を推進している市町村の森林環境譲与税に

関する HP の閲覧調査を実施した。第二に、自伐

型林業を推進する市町村行政の担当者と地域支援

組織に聞き取り調査を実施した。 

調査対象者は、森林環境税を用いて自伐型林業

を推進している市町村の中から、自伐協と連携す

る兵庫県養父市の養父市市役所林業活性化センタ

ー、及び自伐協とは別に地元自治体独自に自伐型

林業を支援する佐賀県佐賀市森林整備課である。 

 

3.結果                                         

(1)文献調査及び HP 閲覧調査の結果 

 前述のように、全国の 53 の自治体が自伐型林業

推進を展開し、継続した研修、作業道補助、地域お

こし協力隊、山林マッチング等により地域支援し

ている。その内、11 の自治体が森林環境譲与税を



活用し、作業道開設などの研修事業、自伐型林業

の担い手の確保と林業従事者の育成に取り組んで

いる。代表としては兵庫県養父市があげられ、林

野庁の優良事例集でも紹介されている。他の 42 の

自治体は森林所有者への意向調査を始めているが、

森林環境譲与税を自伐型林業支援にはこれまで使

途しておらず、基金に積立している。例えば、岩手

県九戸村、田野畑村などである。 

一方、自伐協と連携せずに、自治体独自に森林環

境譲与税自伐型林業を推進している市町村は、8つ

の市町村であり、自伐型林業研修活動を展開して

いることがわかった。その中で、佐賀県佐賀市は

自伐型林業支援メニューが多く、代表的な自治体

と考えられた。これらの８自治体は、総務省の地

域おこし協力隊員を受け入れる予定にしていた。

従って、森林環境譲与税の導入が自伐型林業への

支援を強めている市町村があることが明らかにな

った。 

図 自伐型林業推進市町村森林環境譲与税の使途による分類 

資料：各市町村の森林環境譲与税の使途に関する HP 情報より作成 

 

（２）事例調査の結果 

① 兵庫県養父市―自伐協と連携し自伐型林

業研修活動を行う事例 

(ア) 養父市の概要：養父市の全土地面積 42,291ha 

のうち森林は 35,563ha（森林率 84.２％）と高く、

そのうち私有林人工林は 13,510 ha となっている。

養父市における戦後の拡大造林期に植えられた人

工林の総蓄積量は約 580 万㎥に達しており、森林

の保全と資源の有効活用が求められている。まさ

に、森林資源が成熟しつつある段階にあるといえ

る。人口は 24,288 人であり、そのうち林業従事者

が 90 人いるが、近年減少の傾向が続いており。市

役所の担当課によると、自家山林を手入れする自

伐林家は０となっている 

(イ) 自伐型林業を取り組む経緯：養父市では、度々 

台風等により、多大な風倒木被害や山崩れが発生

している。2019 年 7 月豪雨では、養父市城で土砂

災害警戒情報が発表され、土砂災害が発生した。

この前、2004 年台風 23 号、2009 年台風 9 号で被

害が発生していることが報告されていた（地域防

災計画）。そのため、急傾斜地等の間伐対象森林に

おいて、間伐の実施に加え、防災を目的とした森

林整備に取り組む必要があるとされている。市内

の森林組合は高機能林業機械を使用して大規模な

森林整備をするものの、高機能林業機械が入らな

い場所は間伐されず放置される状況にあった。

2019 年から森林環境譲与税が導入され、養父市は

この制度に対応し、林業活性化センターを設置し

た。それ以前に高知県佐川町を訪問し、自伐型林

業について興味を持っていた林業活性化センター

に配置された市役所職員は、低コストで有効的な

森林整備として自伐型林業の推進を図った。自伐

協に依頼して森林環境譲与税を用いて研修を実施、

同時に地域おこし協力隊事業も活用して担い手の

育成を図った。市では森林経営管理法に基づいて

手入れ行き届かない森林所有者の意向調査回答終

わったかたから、山の経営管理権市の方で整備す

る、あるいは自伐型グループに従業地として提供

する。2022 年度までに３つの自伐型グリープが設

立した。 

(ウ) 自伐型林業研修事業と成果：養父市自伐研修 

活動は自伐協に委託して 2019 年から 2022 年度ま

で年一回 8 日間の講習研修を 4 年間続けている。

研修人数は、2019 年は 20 名程度の参加、2020 年

には 30 人、2021 年には 50 人を超えた。2021 年

には人数が多過ぎると研修効果が低いこと、新型

コロナの関係及び予算の制限の問題で 20 名に限

定して、自伐型林業者を育成している。参加者属

性について、若い方からお年寄りまで非常に広く

カバーしており、市内の方に限らず市外から来ら



れるかたも多い。この自伐型林業推進事業は、自

伐型林業者等に対し、作業道の作設補助や林業機

械レンタルの補助、森林情報の提供、活動地の斡

旋等の支援に努力している。こうした事業によっ

て、自伐型林業で市内の森林を整備する様になっ

たグループが３つ設立された。３つのグループの

うち、一つのグループは 15 人程度おり、13 人は

40 代である。あと２つは 5､６人程度のグループで

ある。実際に本格的に森林整備を取り組むグルー

プは一つであり、但馬やまもり隊として、活動し

ている。市は所有者から森林経営管理権を集積し

た山 30ha をやまもり隊に施業地として提供して

いる。後の２つはグループ員が住む地区で所有者

に話をして施業地を確保いる。 

(エ) 今後の展望：養父市は森林経営管理制度で市 

が経営管理権を取得した山については、意欲と能

力のある林業事業体ではなく、任意団体である但

馬やまもり隊に委託している。これは、30ha とは

いえ高性能林業機械が入らない事業地であるため、

小規模林業に適しているとして、小規模機械を使

う自伐型林業に任せた。それによって、森林の有

する公益的機能の発揮を目的としたが、今後は山

に関心のない所有者に搬出間伐の売上を還元する

ことで、森林管理意識が醸成することを期待して

いる。 

② 佐賀県佐賀市―自伐協とは別に地元自治

体独自に自伐型林業を支援する事例 

（ア）佐賀市の概要：佐賀市は市面積 35,515ha の

うち 17,858 ha（50.2％）を森林が占めている。森

林率が全国平均の 66％に比べ低いものの、民有林

14,712 ha の人工林率が 79％と全国平均の 46％に

比べ非常に高い地域となっている。そのうち私有

林人工林は 9,301 ha となっている。この資源を適

正に管理し、有効に活用する必要がある。人口は

236,372 人であり、そのうち林業従事者が 101 人

いる。森林を管轄する森林組合は神埼郡森林組合

と富士大和森林組合の２つの森林組合がある森林

組合内部の林業従事者も高齢化が進んでいるため、

後継者育成は急務となっている。かつて佐賀市山

間部の旧富士町は自伐林家が多いことで知られて

おり（佐藤、2017）、集落単位で今も素材生産を受

託林家も存在している。 

（イ）自伐型林業を取り組む経緯：高性能林業機

能を使っている効率的な林業を進めていく一方で、

利益が上がらない部分に小規模な森林管理を続け

る必要があるという考え方で、佐賀市は山間地域

の富士町林業研究会と佐賀市林業推進協議会の共

同で開催した研修会で自伐型林業のことを学んだ。

また、高知県の自伐型林業実践者の講演会を開催

し、経験ある地元の自伐林家の力を借り、自伐型

林業の推進を拡大する計画を立てた。  

（ウ）自伐型林業研修と成果：佐賀市は森林環境

譲与税を使って自伐林家の育成と確保を目指して

いる。2020 年度自伐林家の育成研修をスタートさ

せた。育成研修は現在、佐賀県の森林組合連合会

に委託をしており、年間 10 回程度の研修を行って

いる。研修活動は初級、中級、上級という形を設定

し、初級の受講者はチェーンソー、伐倒技術など

の基礎講習会を受講する、次年度以降中級編、上

級編で作業道の開設技術を身につけ、ステップア

ップ研修を受講し、３年間で研修修了というよう

な形を実施している。今年度（2022 年）が 3 年目

となるため最初の年度（2020 年）の受講者が今年

度、上級編を受けて修了になる。初年度が 10 人受

講していた、実際に山を持っているのが半分の 5

名で、自分で山を持ってないが、自伐型林業に興

味があって受講したのが 5 名である。 

  2020 年度の佐賀市森林環境譲与税使途公表で

自伐型林業関係の予算は、研修の委託料が 400 万

弱、レンタルの分が 100 万、資格取得の分が 15

万及び富士やまもり塾分が 31 万円総計約 600 万

である。成果としては、まず、森林・林業を支え

る主体の一つとして、自伐林家を育成するための

研修会を実施し、新たに 10 名の自伐林家を確保

することができた。次に、研修会参加者及び自伐

林家 16 名で組織（富士やまもり塾）が設立さ



れ、今後は、間伐等の森林整備を受託する予定で

ある。最後、自伐林家、自伐型林業者を対象とし

た、林業に必要な安全講習や技能講習、林業機械

レンタル料に助成を行い、担い手の育成・確保に

努めた。富士山守り塾今は 16 人おり、そのう

ち、女性が 1 名、30 代が 4 割、40 代と 50 代が 1

割、林業経験ある 60 代が半分ぐらいである。活

動については、全員参加ではなく、比較的若い

30、40 歳代が搬出間伐、実際の現場作業を担っ

ている。  

 

4.考察 

以上より、自伐型林業に森林環境譲与税を活用

する新たな可能性と今後の課題について考察した

い。自伐型林業を推進している市町村では、森林

環境譲与税を活用し、森林の現況調査の実施、経

営管理事業を実施するとともに、さらに自伐型林

業に必要な安全講習や技能講習、林業機械レンタ

ル料に助成を行い、担い手の育成・確保に努めて

いることがわかった。30、40 歳代を含む新しいグ

ループが誕生している。養父市と佐賀市はいずれ

も森林環境譲与税だけではなく、地域おこし協力

隊制度など他の財源と合わせて、自伐型林業推進

を強化していた。他地域において森林環境譲与税

が活用されず基金積み立て段階の市町村が存在し

ている。これらの地域における森林環境譲与税活

用新たな可能性が示唆されたといえる。 

事例地の違いに注目すると、養父市は自伐型林

業参入者が移住者中心、佐賀市は移住者と自伐林

家の多世代グループが結成されていた。また、研

修委託先が養父市では NPO の自伐協、佐賀市で

は佐賀県森林組合連合会であった。つまり、林業

関係者がほとんど皆無となっている養父市では外

部人材や組織に依存した展開なのに対して、佐賀

市では、従来の林業関係者の参加や支援が自伐型

林業の推進に重要な役割を果たしていた。地域に

よって振興手法が違うことが明らかとなったが、

森林環境譲与税による自伐型林業支援自治体の経

験を共有する取り組みなどが、他の自治体にとっ

て参考になると考えられる。 

現在、農山村への移住の増加傾向は続いており、

自伐型林業は森林や木材を活用して移住希望者の

社会・経済的側面での定住条件を上げ、産業の乏

しい中山間地域に人口を定着及び地域活力の向上

に寄与している。従って、森林環境譲与税は新た

な財源として間接的に地域活性化を促進している

と考えられた。 

最後に、調査過程で、譲与税を用いて自伐型林

業の振興を検討中の市町村もあった。それらの市

町村の今後の方向性を注視する必要がある。 
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